
平成２８年度 川崎市高齢者実態調査の実施について 

≪目 的≫ 

平成３０年度から３２年度までを計画期間とする「第７期高齢者保健福祉計画・

介護保険事業計画」を平成29年度に策定するにあたり、川崎市の高齢者の生活実

態及び川崎市で介護保険事業を展開する事業者の実態などを把握し、計画の見直し

に必要な基礎資料を得ることを目的として平成28年度に実施する。 

≪調査対象≫ 

◎川崎市在住の高齢者（６５歳以上、標本（サンプル）調査） 

① 一般高齢者調査（要支援・要介護認定を受けていない高齢者） 

② 要支援・要介護認定者調査 

③ 特別養護老人ホーム入所希望者調査 

◎川崎市所在の介護保険サービス事業者（全数調査） 

④ 居宅介護支援事業者調査（ケアマネ） 

⑤ 居宅介護サービス事業者調査 

⑥ 介護保険施設等調査（特養・老健・療養病床・GH・有料など） 

≪概 要≫ 

◎調査基準日：平成28年 10月 1日

◎調査項目：前回の項目を引き続き調査することで経年変化を確認するとともに、

地域包括ケアシステムの理解度や、健康寿命、新たな取組等について

調査項目を追加予定 

≪検討委員会≫ 

庁内に「（仮称）高齢者実態調査検討委員会」を設置し、調査を実施するにあた

って、介護保険運営協議会委員等の中から、調査全体を俯瞰する学識経験者などの

有識者の方を加え、調査方法・項目などの検討を行う。 

≪日 程≫ 

 別紙「平成28年度 川崎市高齢者実態調査スケジュール案」のとおり。 



内容

上旬
中旬 庁内検討（調査概要等の検討）
下旬
上旬
中旬
下旬
上旬
23日 介護保険運営協議会（調査実施の概要について）
下旬
上旬
中旬
下旬
上旬
中旬 委託業者決定
下旬 検討委員会①（調査項目等の提示）
上旬
中旬
下旬
上旬
中旬 検討委員会②（①の意見反映提示）
下旬 介護保険運営協議会（調査項目等の提示）
上旬
中旬
下旬
上旬
中旬
下旬
上旬 対象者抽出→調査票発送
中旬
下旬
上旬
中旬 調査票締切
下旬
上旬
中旬 報告書作成開始
下旬
上旬
中旬
下旬
上旬
中旬
下旬
上旬 検討委員会③（調査集計結果の報告）
中旬 介護保険運営協議会（調査集計の報告）
下旬 報告書納品
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介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）の概要について

１．総合事業のコンセプト

地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地

域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援を可能とする

ことを目指すものである。

～予防給付の見直しと生活支援サービスの充実～

○予防給付のうち訪問介護・通所介護については、地域の実情に応じた取組ができる介護保

険制度の地域支援事業へ移行（平成３０年３月末で予防給付の訪問介護・通所介護は廃止）

○既存の介護事業所によるサービスに加えて、民間企業、NPO、ボランティアなど地域の多様

な主体を利用して高齢者を支援

出展：厚生労働省 

「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン」 

介護予防

訪問介護

（要支援者）

現行相当
サービス

基準緩和
サービス

スーパー
基準緩和
サービス

介護予防

通所介護

（要支援者）

現行相当
サービス

基準緩和
サービス

スーパー
基準緩和
サービス

●現行と同様のサービス内容とし、報酬単価を１週あたりの
報酬に換算した単価を設定し、出来高報酬に変更する。
【実施主体】訪問介護事業者

●現行と同様のサービス内容とし、資格要件を緩和することで、
１週あたりの単価を現行相当サービスの７０％に設定する。 

【実施主体】訪問介護事業者

●既存の民間サービスを活用し、指定事業者として位置づける。
給付対象とせず、市は原則広告・宣伝のみ行う。
【実施主体】介護事業者の自費サービス・宅配業者・家事代行
業者など

●現行と同様のサービス内容とし、報酬単価を１回あたりの報
酬に換算した単価を設定し、出来高報酬に変更する。 
【実施主体】通所介護事業者

●現行と同様のサービス内容とし、人員基準を緩和し、新たに
短時間のサービスを設定する。 
【実施主体】通所介護事業者・フィットネスクラブなど

●既存の民間サービスを活用し、指定事業者として位置づける。
給付対象とせず、市は原則広告・宣伝のみ行う。 
【実施主体】フィットネスクラブ・趣味の教室など

介護予防・生活支援サービス事業

介護予防事業

・二次予防事業

・一次予防事業

（全ての高齢者）

一般介護予防事業

●主な事業

・介護予防教室等実施事業 

   各区役所において、パンフレットの配布、健康講座・講演会の開催のほか、市

内４８か所のいこいの家で、転倒予防体操や介護予防・健康づくりに関するミニ

講座等の「いこい元気広場事業」を開催

・地域介護予防活動支援事業（各区それぞれの取組・支援活動） 

   各区において、地域の支え手や生活支援の「担い手」の発掘・育成を図るとと

もに、活動グループの立ち上げや活動への助言や支援など、地域で支え合う仲間

づくりや地域づくりを推進

・地域介護予防活動支援事業補助金

   要支援の方等の支援を目的とした住民主体の地域の通いの場を充実させるた

め、一定の条件の下、立ち上げの支援として補助金を交付 

・多様なサービス実施主体推進事 

   住民主体の担い手のモデル事業として、市内１か所で実施

現行 見直し後
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２．川崎市の総合事業の構成（平成 28 年度～）



１０月３０日事業者説明会にて意見募集、ヒアリング等を踏まえ素案を次のとおり変更・修正 

●訪問サービス類型

①現行の利用実態等から１週あたり３０分・６０分・９０分・１２０分⇒６０分・１２０分・１２０分超に変更

②要支援１の方で週２回程度訪問が必要な方のため最大提供時間を週６０分まで⇒週１２０分までに変更

③要支援２の方で週２回を超えて訪問が必要な方のため週１２０分以上の単価を新たに設定 

●通所サービス類型

   提供時間下限未記載⇒提供時間の下限設定

 ・介護予防通所サービス（現行相当サービス）については利用実態等から提供時間を３時間以上に修正

 ・介護予防短時間通所サービス（基準緩和サービス）について提供時間を１．５時間以上に修正 

●その他

  通所型サービスの単価設定について

  国保連合会への電算請求コード数等の関係から送迎・入浴加算を基本報酬のなかで設定

１０月１５日      地域包括支援センター・ケアマネジャー向け説明会（エポック中原）

             ・アンケート調査実施

１０月３０日      集団指導講習会にて「川崎市総合事業素案」事業者説明会（教育文化会館）

             ・素案に対する意見募集開始～

１２月～        区役所・地域包括支援センターに説明会等実施

２月８日            平成２８年度川崎市予算案発表

２月～３月       区役所向け詳細事務等説明会 

２月１０日       健康福祉委員会報告

２月１２日・１５日   地域包括支援センター・ケアマネジャー・事業者（ＮＰＯ等団体含む）向け

            「川崎市総合事業施行案」及び詳細事務等説明会

３月～         利用者向けリーフレット関係機関に配布・「市政だより」等広報開始      

３月１１日       一般介護予防事業「地域介護予防活動支援事業補助金」内容説明会

３月２３日       介護保険運営協議会合同会議

４月１日～       川崎市総合事業実施

平成２８年度中～    ヒアリング等による事業検証を行い、適宜事業の見直しを行なう 

多様なサービス実施主体の参入確保に向けた取組み

① 「住民主体の活動」等について、区と協働して実施主体となりうる団体の把握を行う

② 既存の介護事業所や関係団体に対し事業実施に向けた意見交換を行う

③ ＮＰＯ、住民団体、民間企業に対して引き続き、積極的に働きかけを行う

３．素案（平成 27 年 9 月）からの変更点

４．これまでの経過と今後の予定

５．サービス利用までの流れ



素案（平成２７年９月） 平成２８年４月施行案

１単位 11.12円 １単位 11.12円

※サービス名称については、仮称であり今後検討する。

６．総合事業における訪問型サービス類型



平成２８年４月施行案素案（平成２７年９月）

１単位10.72円

※国保連合会への加算用請求コード数の関係から基本報酬のなかで送迎・入浴を反映することに修正
●サービス名称については、仮称であり今後検討する。

１単位10.72円

７．総合事業における通所型サービス類型



川崎市における生活支援体制整備事業のあり方について
●生活支援体制整備事業（地域支援事業/包括的支援事業） ～厚生労働省ガイドラインより～

●協議体

【目的】

「定期的な情報共有・連携強化の場」として設置

⇒多様な主体間の情報共有及び連携・協働によるサービスや資源開発等を推進

【役割】

様々な主体の参画により、地域の課題やニーズを共有、地域づくりの目的や方針の共通認識を作り出し、協

働してサービスや資源開発等を進める場。また、コーディネーターの活動に組織的な裏付けを与える場

【設置】

第１層の市町村レベルと、第２層の日常生活圏域（中学校区程度）のレベルに協議体を設置

●生活支援コーディネーター

【目的】

関係者のネットワークや既存の取組・組織等も活用しながらコーディネーター業務を実施することで、

⇒地域における生活支援・介護予防サービスの提供体制の整備に向けた取組みを推進

【役割】

・生活支援の担い手の養成、サービスの開発、関係者のネットワーク化 、ニーズとサービスのマッチング等

【設置】

第１層の市町村レベル、第２層の日常生活圏域レベル、のコーディネーターの設置が想定されているが、地

域包括支援センターとの連携を前提とした上で、配置先や配置人数は限定せず、地域の実情に応じた多様な

配置が可能

【資格・要件】

地域における助け合いや生活支援サービスの提供実績のある者、中間支援組織等であって、地域でコー

ディネーター機能を適切に行うことが出来る者

（概要）

・市町村を中心に、多様な主体による多様なサービスの提供体制を構築し、高齢者を支える地域の支え合い

の体制づくりを推進する必要がある。

⇒「協議体」や「生活支援コーディネーター」の設置等を通じて、互助を基本とした生活支援等サービスが創出

される取組みを積極的に推進する。

第１層

【構成員】

・サービス提供組織の団体

・地域包括支援センターの連絡組織

・中間支援組織

・町内会・自治会連合会

・民生委員児童委員協議会

・介護サービス事業者の協議会

・経済、商工団体

・行政関係部署

【期待される機能】

・サービス・資源の開発や基盤整備

第２層

【構成員】

・（圏域内の）サービス提供組織

・町内会・自治会連合会

・民生委員児童委員協議会

・地域包括支援センター

・居宅介護支援事業所等

【期待される機能】

・サービスを提供するための日常的な

連携や調整

【役割】

・市町村全域で生活支援サービスが行われる

よう、サービスや資源の開発、基盤整備の推

進、行政との調整・橋渡し

【具体的な活動内容】

・既存の組織にサービス開始の働きかけ、新

たな組織の立ち上げ支援

・サービス提供組織の活動が安定的に発展で

きるよう、活動できる基盤を整備

【役割】

・圏域内の生活支援サービス提供団体等との連

携・協働等を推進

【具体的な活動内容】

・圏域内にあるサービス提供組織を把握

・生活支援プランの作成

・地域ケア個別会議等への出席

・サービスや資源の開発

生活支援コーディネーター 協議体

★ 第１層、第２層協議体・生活支援コーディネーター

【組織再編のコンセプト】

①地域包括ケアのマネジメント、②市民を初め多様な主体が自発的に行動できるような仕組みづくり、③市民に寄り

沿った身近な相談体制の整備、④必要な方への専門的・効果的な支援体制の整備

⇒《具体的な組織体制≫

・総合調整機能 地域包括ケアシステム推進のための企画・調整等を行うための機能

・専門的支援機能 保健医療福祉における専門的な支援を必要とする個別的ニーズに対して、法制度等に基づく

対応を的確かつ適切に図るため、主に医療保険・介護保険等の共助や行政処分等の公助に関わる機能

◎地域支援機能

主に、自助・互助の促進やコーディネートを図るための機能であり、地区担当制を敷く中で、「地域づくり」のさらな

る充実を支援するとともに、地域情報の収集や分析、地域との関わりを通して把握した地域課題を、庁内の関係部署

や多様な主体と連携・情報共有しながら、組織的に対応していくための機能

★ 区役所における地域支援機能＝生活支援コーディネータの役割

【本市の生活支援コーディネータのあり方】

・第１層コーディネーター

当面は、区役所地域支援担当（課）（地域サポート）を第１層のコーディネーターとする。

・第２層コーディネーター

当面は、区役所地域支援担当（課）（地区支援）に配属された保健師を第２層のコーディネーターとする。地域の

人材を発掘・育成した上で地域活動等に積極的なボランティア等にコーディネーターを引き継ぐ。

【本市の協議体のあり方】

・第１層の協議体

区地域ケア推進会議を活用し、第１層の協議体を設置する。ただし、構成員は地域活動を積極的に行っている者

を中心に選考。

・第２層の協議体

当面は地域支援担当（課）（地区支援）に配属された保健師が、地域ケア圏域会議等を活用しながら、担当地域内

での国が示す構成員を中心に集め協議を進める。地域の人材や資源を発掘･育成した上で、運営可能な地域のボラ

ンティア団体等に引き継ぐ。

【本市における第１層、第２層の考え方】

第１層・・・区レベル、第２層・・・区を細分化（具体の圏域は第１層の協議体で検討）

第２層コーディネーターA

第２層コーディネーターB

第２層コーディネーターC

第１層コーディネーター

第１層協議体（2部）

↑

区地域ケア推進会議

（１部）

★（当面） 協議体・生活支援コーディネーター

地区支援A 地区支援C
地区支援B

【第２層生活支援コーディネーター】
地域の人材を発掘・育成した上で、いずれは地域活動等に積極的なボランティア等にコーディネーターを引き継ぐ。

【第２層協議体】
地域の人材や資源を発掘･育成した上で、いずれは運営可能な地域のボランティア団体等に引き継ぐ。

地域A 地域C
地域B

地域サポート

●保健医療福祉施策の推進体制の構築



《地域みまもり支援センター》―区保健福祉センターの中に設置―

行政が、共助・公助にしっかりと取組み、さらに自助・互助の促進をするための体制

○地域ケア推進担当

地域の福祉関係団体などと連携し、各区の実情を踏まえた 

地域包括ケアシステムの構築に向けた企画・調整を行います

○地域支援担当

各地域を担当する保健師と、社会福祉職などの専門職が、 

関係部署や地域の関係機関・団体等と連携しながら、 

保健・医療・福祉分野における個別支援の強化や地域力の向上に取組みます

○保育所等・地域連携／○学校・地域連携 

保育所・学校と地域との連携により、支援が必要な家庭や子どもに関

する情報共有、対応の強化に取組みます 

【主な業務内容】

地域団体との連携、健康づくり、介護予防、地域福祉計画、認知症対策、母子健康手帳の

交付、乳幼児健康診査、子ども・子育てに関する相談などを行います

≪全国的な状況≫ 

〇少子高齢化の進展、人口減少社会への突入 

〇核家族化の進行、生涯未婚者の増加 

などに伴う家族構成の変化 

〇健康寿命と平均寿命の格差 

〇社会保障費の増大 

≪川崎市の状況≫ 

○現時点では若い都市 

（平成２７年４月 市：18.9% 国：26.4%） 

〇今後の急激な高齢化 

（Ｈ52年:30.4% ６５歳以上：４５万人） 

〇多様化・高度化する市民ニーズへの的確な対応

が求められている
「未曾有の超高齢社会」の到来 

地域の実情に応じた「地域包括ケアシステ

ム」の構築が必要 

⇒基本的な考え方を示した「川崎市地域包括

ケアシステム推進ビジョン」を策定

≪市民ニーズ＝住民の身近な課題≫ 

・健康状態 認知症 うつ ひきこもり 

・子育て環境、育児不安 

・家族の介護問題 

・老後の不安（医療・生活） 

・生活上の安心、安全     など 
 《基本理念》                    ― 平成２７年３月策定 ―

誰もが住み慣れた地域や自らが望む場で安心して暮らし続けることができる地域の実現 

《基本的な５つの視点》 

【１】意識の醸成と参加・活動の促進  【２】住まいと住まい方 

【３】多様な主体の活躍 【４】一体的なケアの提供 【５】地域マネジメント

○ 対象者  ―誰にとっても住みやすい地域づくりのために―

高齢者、障害者、子ども、子育て中の親、現時点でケアの必要がない方など 

川崎市では《全ての地域住民》を対象としています 

川崎市地域包括ケアシステム推進ビジョン 

地域包括ケアシステムとは？

少子高齢化が進展する中、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、『自助・

互助・共助・公助』の適切な役割分担のもと、『住まい・医療・介護・予防・福祉・生活

支援』等が切れ目なく、一体的に提供される体制づくりのこと。団塊の世代が７５歳以上

となり、医療や介護などの需要が急激に高まると見込まれる２０２５年（平成３７年）に

向けて、全国的に取組みが行われている。地域ごとに人口構成・地理状況・風土・住民の

考え方などが異なるため、地域の実情に応じた「ご当地システム」が必要

みんなで 

乗り切る 

安心して暮らし続けるために 

川崎市の基本的な

考え方 

平成２８年４月に区役所の組織が新しくなります！

これからの 

世の中は

毎日の生活を

安心に！ 



こども支援室

地域保健福祉課

児童家庭課

高齢・障害課

保護課

衛生課

地域みまもり支援センター

地域ケア推進担当

地域支援担当

保育所等・地域連携

学校・地域連携

児童家庭課

高齢・障害課

保護課

衛生課

保健福祉センター

再編・統合

一部移管

一部移管

再編後従来

保健福祉センター

地域包括ケアを推進するための企画・調整
（主な業務）

・地域団体との連携

（民生委員児童委員、社会福祉協議会等）

・地域福祉計画の策定

・子ども、子育て、障害者、高齢者などに関する

分野横断的な企画・調整

地域の実情に応じて一定の地区を担当する

「地区担当保健師」と専門多職種が連携した

個別支援の強化と地域の支援

※セルフケア意識の醸成や支え合いの地域づくり、

個別支援の強化に向けて取組む

（主な業務）

健康づくり、介護予防、地域包括支援センター関

連会議、認知症対策、母子健康手帳の交付、乳幼

児健康診査、子ども・子育てに関する相談支援

「公立保育所」・「公立学校」の所管を担当す

る部署を兼務として配置し、保育所・学校と

地域との連携強化

平成２８年４月から、新たに、保健福祉センターの中に「地域みまもり支援センター」を設置し、

保健師等の専門職による個別支援と地域づくりを一体的に推進

※従来の地域保健福祉課とこども支援室の機能を再編し、子どもから高齢者まで一体となった地域づくりを推進

※子ども・家庭に関する相談、手続き、窓口を「地域みまもり支援センター地域支援担当」と「児童家庭課」に再編
●地域支援担当 ：子ども・子育てに関する相談支援 、母子保健の相談・手続き・窓口

●児童家庭課 ：保育所入所申請、児童扶養手当、母子父子寡婦福祉資金貸付 等

≪主な組織改正の内容≫ ～地域みまもり支援センターの設置～

高齢・障害課と衛生課においても

一部所管事務の変更あり

（移管業務）

・母子健康手帳

・乳幼児健康診査

・こども子育てに関する相

談支援

（移管業務）

・地域包括支援センター

関連会議

結核・エイズ等対策業務



平成２７年１２月２１日

有料老人ホーム「Ｓアミーユ川崎幸町」の処分に係る指令書の手交について

１ 処分対象施設

（１）事業所の名称 Ｓアミーユ川崎幸町：川崎市幸区幸町二丁目６３２－１

（２）サービスの種類 （介護予防）特定施設入居者生活介護

（３）指定年月日 平成２３年１１月１日

（４）開設者 積和サポートシステム株式会社

東京都中央区日本橋小伝馬町１３番４号 共同ビル６階

２ 処分内容及び処分期間

内容：行政に寄せられた情報を基に、介護保険法に基づく監査を実施した結果、介護職員による

入居者に対する虐待や窃盗事件、ベランダからの転落事故などの事件・事故が短期間のう

ちに多数発生し、いずれも重大な結果を招いていることを踏まえ、介護保険法第７７条第

１項第５号及び第１１５条の９第４号に基づき、積和サポートシステム株式会社が運営す

る「Ｓアミーユ川崎幸町」について、介護保険事業所の全部効力停止の処分を行いました。

期間：平成２８年２月１日から平成２８年４月３０日まで

３ 処分の理由

（１） 入居者に対する虐待

介護職員が一人の入居者に対して、暴行を加える、暴言を発する等の虐待を複数回行っていた。

また、この様な行為を管理者が把握しておらず、対策を講じていなかった。

（２） 介護職員による窃盗事件

介護職員が施設内で複数の入居者の金銭や貴金属を窃取していた。また、当該行為が行われた期

間に、当該入居者からの相談を、事故又は苦情として処理し、有効な対策を講じていなかった。

（３） ベランダからの転落事故

転落事故が連続して発生し、有効な対策が講じられていなかった等、業務管理体制が不適切であ

った。

４ 処分期間中の遵守事項

（１） 入居者及び家族に対して本処分に至った経緯や処分内容を十分に説明し、理解を得ること。

（２） 入居者及び家族の意思に反して、施設から退居させないこと。

（３） 処分期間中は、従来提供していたサービスと同様のサービスを提供すること。

（４） 処分期間中は、介護保険の利用者負担の徴収はできないものであること。

川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課

電 話：０４４－２００－２６４７







川崎市介護保険事業者指定基準条例の一部改正の概要

1 一部改正の経緯 

 平成２８年２月５日に施設基準等についての厚生労働省令が一部改正されたことに伴い、改正内容を踏

まえた関係条例の改正を行いました。 

２ 本市における条例改正の考え方 

 介護保険制度では、介護サービスの提供を多様な実施主体（事業者）に担わせることによって、利用者

のニーズに応じたサービスの確保及びサービスの質の向上を図ることとしています。この制度の趣旨を踏

まえ、過剰な義務付け等の追加は基本的に行わず、必要最低限のルールを定めた省令改正を踏襲すること

を基本方針としました。 

３ 主な改正内容 

(1)川崎市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例 

(2)川崎市軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例 

⇒介護保険法の一部改正において生じた項ズレに対応すべく必要な技術的改正 

(3)川崎市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する条例 

⇒地域密着型特別養護老人ホームに、新設の地域密着通所介護等が併設される場合、併設事業所に生

活相談員や栄養士などの一定の職種の職員を置かないことを可能とする改正

(4)川崎市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例 

⇒介護予防・日常生活支援総合事業における第１号訪問事業と一体的に行っている場合の人員基準を、

従来の訪問介護と介護予防訪問介護が一体的に行っていた基準と同等とみなす規定を設けるための

改正 

⇒利用定員が１８人以下の小規模な通所介護事業所が地域密着型サービスとして創設されることに伴

い、利用定員が９人以下の療養通所介護事業に関する基準を地域密着型サービスへと移行するため

の改正 

(5)川崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する条例 

⇒利用定員が１８人以下の地域密着型通所介護の事業の人員、設備及び運営の基準に係る規定を定め

るための改正 

⇒概ね６月に１回以上、運営推進会議の開催を求め、活動状況を報告し評価を受けるとともに、運営

推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けることとするための改正 

(6)川崎市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する条例

⇒介護予防・日常生活支援総合事業の実施に伴い、介護予防訪問介護及び介護予防通所介護の事業に

関する基準を整備すること等のため改正 

(7)川崎市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サ

ービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する条例

⇒介護予防認知症対応型通所介護に係る基準に運営推進会議を設置することを加えること等のため改

正 

４ 条例施行日 

平成２８年４月１日 



川 崎 市  介  護 保  険 運  営  協 議  会 

地域密着型サービス等部会（第３２回）報告 

１ 日時：平成２７年１１月２６日（木）午前１０時００分 

会場：ソリッドスクエア 西館１２階第１２Ｄ会議室 

２ 議題 

（１）地域密着型サービス事業者の内定について 

（２）地域密着型サービス事業者の指定について 

（３）地域密着型サービス事業者の更新及び更新予定について 

（４）地域密着型サービス事業者の廃止・休止について 

（５）特定施設入居者生活介護運営事業者に係る内定申請の受付について 

（６）その他  

    ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護内定事業所の開設延期について 

    ・認知症対応型共同生活介護事業者の内定時誓約事項不履行に関する対応について 

３ 議題の詳細について 

（１）地域密着型サービス事業者の内定について 

    介護保険サービス事業者から地域密着型サービスに係る申請がありましたので、申請状況等につ

いて説明しました。 

＜申請状況と結果＞ 

（平成２９年１０月１日までの開設分） 

（平成２７年１１月受付分） 

（２）地域密着型サービス事業者の指定について 

    平成２７年９月から平成２７年１１月にかけて新たに指定を行った事業所について報告しました。 

（３）地域密着型サービス事業者の更新及び更新予定について 

    平成２７年９月から平成２７年１１月にかけて指定更新を行った事業所及び平成２７年１２月か

ら平成２８年２月にかけて指定更新を行う予定の事業所について報告しました。 

（４）地域密着型サービス事業者の廃止・休止について 

   平成２７年９月から平成２７年１１月にかけて廃止・休止の届出があった事業所について報告し

ました。 

（５）特定施設入居者生活介護運営事業者に係る内定申請の受付について 

   平成２８年１月に実施する特定施設入居者生活介護営事業者に係る内定申請の受付について、事

業者選定基準等を説明しました。 

（６）その他 

   ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護内定事業所の開設延期について、延期理由等を説明しまし

た。 

   ・認知症対応型共同生活介護事業者の内定時誓約事項不履行に関する対応について、本市の方針

を説明しました。 

サービス種類 募集定員数 
申請 

法人数 
申請件数 内定 

認知症対応型共同生活介護 28 ﾕﾆｯﾄ 11法人 14事業所 ８法人 10事業所 

小規模多機能型居宅介護 - ５法人 ５事業所 ５法人 ５事業所 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 - １法人 １事業所 １法人 １事業所 

サービス種類 申請法人数 申請件数 内定 

認知症対応型通所介護 １法人 １事業所 １法人 １事業所 

小規模多機能型居宅介護 １法人 １事業所 １法人 １事業所 

看護小規模多機能型居宅介護 １法人 １事業所 １法人 １事業所 



川 崎 市  介  護 保  険 運  営  協 議  会 

地域密着型サービス等部会（第３３回）報告 

１ 日時：平成２８年２月２５日（木）１０時３０分 

会場：ソリッドスクエア 西館１０階１０Ｅ会議室 

２ 議題 

（１）地域密着型サービス事業者の内定について 

（２）地域密着型サービス事業者の指定について 

（３）地域密着型サービス事業者の更新及び更新予定について 

（４）地域密着型サービス事業者の廃止・休止について 

（５）特定施設入居者生活介護運営事業者に係る内定結果について 

（６）認知症対応型共同生活介護の内定申請受付について 

（７）地域密着型通所介護への移行について 

（８）その他 

３ 議題の詳細について 

（１）地域密着型サービス事業者の内定について 

    介護保険サービス事業者から地域密着型サービスに係る申請がありましたので、申請状況等につ

いて説明しました。 

＜申請状況と結果＞ 

（平成２８年２月受付分） 

（２）地域密着型サービス事業者の指定について 

    平成２７年１２月から平成２８年２月にかけて新たに指定を行った事業所について報告しました。 

（３）地域密着型サービス事業者の更新及び更新予定について 

    平成２７年１２月から平成２８年２月にかけて指定更新を行った事業所及び平成２８年３月から

平成２８年５月にかけて指定更新を行う予定の事業所について報告しました。 

（４）地域密着型サービス事業者の廃止・休止について 

   平成２７年１１月から平成２８年２月にかけて廃止・休止の届出があった事業所について報告し

ました。 

（５）特定施設入居者生活介護運営事業者に係る内定結果について 

   平成２８年１月から内定申請を受付した、特定施設入居者生活介護営事業者に係る選定結果につ

いて御報告しました。 

（６）認知症対応型共同生活介護の内定申請受付について 

   平成２８年４月に受付開始を予定している、認知症対応型共同生活介護設置運営法人の募集につ

いて説明しました。 

（７）地域密着型通所介護への移行について 

   平成２８年４月に創設される、地域密着型通所介護について説明しました。 

（８）その他 

   特にありませんでした。 

サービス種類 申請法人数 申請件数 内定 

（予防）小規模多機能型居宅介護 １法人 ２事業所 １法人 ２事業所 

介護予防小規模多機能型居宅介護 １法人 １事業所 １法人 １事業所 

認知症対応型共同生活介護 １法人 １事業所 １法人 １事業所 

認知症対応型通所介護 １法人 17事業所 １法人 17事業所 


